
青い羽根募金の使途は部外の有識者で構成する 

青い羽根運営協議会委員の審議承認を得て決定されました。 

  青い羽根募金支援自販機設置のお願い 
 
 
（ 趣 旨 ） 

公益社団法人北海道海難防止・水難救済センターでは、北海道の沿岸における海難事故に際

し、全道の 107 救難所（漁業者のボランティア組織）が行っている捜索救助活動等を支える

ため青い羽根募金活動を展観し、広く道民の皆様からのご寄附をお願いしております。 

この「青い羽根募金支援自販機」から飲料水をご購入頂きますと、売上金の一部が「青い羽

根募金」に寄付され救難所の活動支援となり、救助に必要な救難器材の整備資金などに活用さ

れるもので、官公署や法人・個人の皆様に設置場所の提供をお願いしております。 
 
 

（募金の仕組） 

「募金支援自販機」の設置場所を提供して頂くだけで、「青い羽根募金」に協力できます。 
 

 

 
 
 

（設置・運営） 

 ① 自販機、資源回収 BOX はボトラーで無料提供 

 ② 基本的に自販機での売上高の最大 20％が青い羽根募金として寄附されます。 

設置先により寄附される割合が異なります（詳しくは下記へお問合せ願います。） 

 ③ 設置に関する費用はボトラーが負担。 

 ④ 自販機のｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ（製品補充・売上金回収、ｸﾚｰﾑ処理等は全てﾎﾞﾄﾗｰが対応します。） 

 ⑤ 空き容器回収（周辺の清掃も含めﾎﾞﾄﾗｰが対応します。） 

 ⑥ 電気料金の支払いはボトラーにより異なります。 

（ｺｶｺｰﾗ/売上より差引き、ｻﾝﾄﾘｰ、ﾎﾟｯｶｻｯﾎﾟﾛ、ﾀﾞｲﾄﾞｰﾄﾞﾘﾝｺ/使用料を支給） 

 

（ボトラー）  

コカコーラ、サントリー、ポッカサッポロ、ダイドードリンコ 
     
  

設置場所提供者 

ボトラー 

➀契約 

消費者 

 

救難所の活動資金 
１．訓練費用 
２．救難器材整備 
３．救助船の燃料費 ②設置 募金 

 

飲料水を

購入 

 

（問合せ先） 
公益社団法人 北海道海難防止・水難救済センター 

事業部 「青い羽根募金係」 
〒060-0003 札幌市中央区北３条西７丁目 水産ビル３階 
Tel：011-221-1831  Fax：011-221-1832  
URL  http://h-mrc.jp/     e-mail  kaibou.s@h-mrc.jp 


